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パワハラ、精神疾患、過労死の

心配なく安心して働ける職場を !

三
菱
電
機
で
は
、
）
ビ
）数
年

の
間
に
子

会
社
含
め
６
人
も
の
労
働
者
が
労
災
認
定

さ
れ
、
５
人
が
自
殺
し
て
い
る
と
い
う
、
異

常
な
事
態
で
す
。
△
ム
社
は
Ｆ
一
の
よ
う
な

不
幸
な

こ
と
を
三
度
と
起

こ
さ
な

い
」

と
し
て
い
ま
す
が
、
労
務
管
理
や
企
業

体
質
が
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
責
任
は

重
大
で
す
。

規
制
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の

た
め
に
も
労
働
時
間
短
縮
に

必
要
な
要
員
増
が
必
要
で
す
。

労
働
組
合
は
３
６
協
定
で
、

残
業
時
間

は
限
度
時

間

の

「月
４
５
時
間
、
年
３
６
０
時

間
」
ま
で
と
し
、
）
一れ
を
超
え

る
特
別
条
項
は
結
ば
な
い
こ

と
を
基
本
と
す
べ
き
で
す
。

会
社
は
、
パ
ワ

ハ
ラ
、
過

労
自
殺
が
な
ぜ
、
繰
り
返
さ

れ
る
の
か
、
そ
の
原
因
を
明

ら
か
に
し
、
抜
本
的
な
再
発

防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
本
共
産
党
三
菱
電
機
伊

丹
委
員
会
は
、
「パ
ワ

ハ
ラ
、

精
神
疾
患
、
過
労
死
の
心
配

な
く
安
心
し
て
働
け
る
職

場
」
を

つ
く
る
た
め
、
「
４
つ

の
要
求
」
を
提
案
し
、
是
正
、

改
善
を
求
め
ま
す
。

長
時
間
労
働
が
原
因
で
労

災
認
定
が
相
次
ぐ
■
８
年
３

月
、
長
時
間
労
働

の
温
床
と

な

っ
て
い
た
裁
量
労
働
制
が

廃
止
さ
れ
、
労
働
時
間
管

理
、
残
業
時
間

の
削
減
な

ど
、
一
定

の
改
善
が
進
み
ま

し
た
。
し
か
し
、
研
究

・
開

発
、
設
計
部
門
な
ど
で
は
、

依
然
と
し
て
長
時
間
労
働
が

常
態
化
し
て
い
ま
す
。

長
時
間
労
働
は
精
神
疾
患

を
増
加
さ
せ
、
技
術
開
発
と

モ
ノ
づ
く
り
を
担
う
労
働
者

の
生
命
と
健
康
が
破
壊
さ
れ

る
主
な
要
因
に
な

っ
て
い
ま

す
。
）
）れ
で
は
、
安
心
し
て

研
究
・開
発
と
生
産
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
働
く
ル
ー
ル
に
関
わ
る

安
全
衛
生
法
規
を
遵
守
す
る

と
と
も
に
、
長
時
間
労
働
を

９
４
年
に
導
入
さ
れ
た
成

果
主
義
的
人
事

・
労
務
管
理

（賃
金

。
人
事
処
遇
制
度
等
）

は
、短
期
的
な
成
果
を
労
働
者

に
競
わ
せ
、
人
間
関
係
を
悪
化

さ
せ
、
労
働
者
が
協
力
し
て

（次
ベ
ー
ジ
に
続
く
）

4つ の要求 と提案

1,長時間労働を規制する

2,成果主義的人事0労務管理をやめさせる

3,非正規雇用の正社員化で不当な格差を是正する

4,国際労働機関(ILO)が定めるハラスメント禁止条約を守る

ら
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し ん ば ん 2020年 2月 (2)

技
術
開
発
、
生
産
活
動
を
す
す

め
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
だ
け

で
な
く
、
精
神
疾
患
を
増
加
さ

せ
、
パ

ワ

雀
フ
、

過
労
自
殺

の

大
き
な
要
因
に
な

っ
て
い
る
と

考
え
ま
す
。

い
ま
、
〓
一菱
電
機
に
必
要
な

こ
と
は
、
成
果
主
義
的

人
事

・

労
務
管
理
を
や
め
、
職
場

の
労

働
者
が

一
致
協
力
し
、
意
欲
を

も

っ
て
研
究

・開
発
と
生
産

に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
環
境

を

つ
く
り
だ
す

こ
と
で
す
。

※
労
組
報
告
資
料

に
よ
る

と
、
精
神
疾
患
休
職
者
数

は
、
成
果
主
義
が
導
入
さ

れ
た

１
９
９
４
年
度

１
７

９
人
か
ら
、

２
０
１
３
年

度

に
は
５
０
３
人

へ
と
急

増
し
、
そ
れ
以
降
、
歯
止
め

が
か
か
ら
ず

■
９
年
度

は

５
１
９
人
と
な

っ
て

い
ま

す
。　　　　　　　」漑

契
約
社
員
や
パ
ー
ト
社
員
な

ど
非
正
規
雇
用
労
働
者
は
正
規

労
働
者
の
６
割
弱
と
い
う
低
賃

金
に
加
え
て
、
短
期

の
契
約

の

更
新
を
繰
り
返
し
、
常
に
雇
用

不
安
を
か
か
え
て
働
い
て
い
ま

す
。
）
一う
し
た
正
規
労
働
者
と

の
格
差
が
職
場
の
人
間
関
係
を

悪
化
さ
せ
て
い
ま
す
。

２
０
年
４
月
施
行

の
「パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
法
」
で

は
、
正
規
労
働
者
と
非
正
規
雇

用
労
働
者
と
の
間
の
不
合
理
な

待
遇
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。
真

の

同

一
労
働
同

一
賃
金
を
は
じ

め
、
有
給
体
暇
な
ど
の
労
働
条

件
に
つ
い
て
正
規
労
働
者
と
の

均
等
待
遇
を
す
す
め
、
格
差
是

正
を
求
め
ま
す
。
労
働
契
約
法

第
１
８
条
に
基
づ
く
、
有
期
雇

用
の
無
期
転
換
者
は
直
ち
に
正
社

員
に
し
、非
正
規
か
ら
正
社
員

ヘ

の
流
れ
を

つ
く
る
こ
と
。
派
遣
労

働
、
有
期
雇
用
に

つ
い
て
は
、
臨

時
上

時
的
業
務
に
厳
し
く
限
定

す
る
こ
と
で
す
。

働
く
場
で
の
暴
力
や

ハ
ラ
ス
メ

ン
ト

（嫌
が
ら
せ
）
を
撤
廃
す
る

条
約
が
■
９
年
６
月
、
国
際
労
働

機
関

（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
の
年
次
総
会
で

採
択
さ
れ
ま
し
た
。
仕
事
上
で
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
禁
じ
る
初
め
て

の
国
際
基
準
で
す
。

条
約
は
、
職
場
で
の
暴
力
や

ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
を
法
律
で
禁
止
し
、

制
裁
を
設
け
る
こ
と
な
ど
を
盛
り

込
み
、
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
ボ

ラ
ン
テ
イ
ア
や
求
職
者
な
ど
幅
広

い
対
象
を
保
護
し
ま
す
。
日
本

政
府
も
連
合
も
条
約
に
賛
成
し

て
い
ま
す
。
会
社
に
は
、
条
約

が
定
め
る
「パ
ワ

ハ
ラ
防
止
措

置
」
「被
害
者
救
済
と
支
援
措

置
」
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
す
。

職
場
か
ら
パ
ワ

ハ
ラ
、
過
労

死
を
根
絶
し
て
い
く
た
め
に
は
、

会
社
の
責
任
と
役
割
は
決
定
的

に
重
要
で
す
。

再
発
防
止
の
た
め
に
も
パ
ワ

雀
フ
、
過
労
死
が
起
き
た
ら
労

働
災
害
と
同
様
に
必
ず
全
社
員

に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
で
す
。

労
働
契
約
法
第
５
条

で
は
、
使

用
者
に
「安
全
配
慮
義
務
」
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
直
接
仕
事

の
指
揮
を
と
ら
れ
て
い
る
管
理

職

の
方

々
を
は
じ
め
、
労
働
者

相
互
の
努
力
が
大
切
で
す
。

労
働
組
合
の
役
割
も
極
め
て

重
要
で
す
。
〈
可
の
職
場
で
は
、
パ

ワ

ハ
ラ
被
害
者
が
、
す
ぐ
に
声

を
上
げ
ら
れ
る
状
況
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。

パ
ワ
ハ
ラ
は
人
格
と
尊
厳
を

傷

つ
け
ま
す
。
労
働
者

の
人
権

を
守
る
た
め
に
も
、
安
心
し
て

相
談
で
き
る
職
場
環
境
を

つ
く

り
、
△
ム
社
に
対
し
て
は
、
パ
ワ
ハ

ラ
、
過
労
死
に
な

っ
た
原
因
を

究
明
さ
せ
、
そ
れ
を
明
ら
か
に

し
て
、
再
発
防
止
策
を
講
じ
る

よ
う
求
め
て
い
く
こ
と
が
本
来

の
労
働
組
合
の
役
割
で
す
。

そ
れ
も
労
組
役
員
、
現
場
で

世
話
役
活
動
の
カ
ナ
メ
の
役
割

を
果
た
さ
れ
て
い
る
支
部
委
員

の
方
々
の
努
力
が
あ

っ
て
こ
そ

成
り
立

つ
も
の
で
す
。

職
場
か
ら
力
を
合
わ
せ
、
パ

ワ

雀
フ
、
精
神
疾
患
、
過
労
死

の
心
配
な
く
安
心
し
て
働
け
る

職
場
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う

日
本
共
産
党
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